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大震火災を防ぐために 

一般社団法人 日本経済調査協議会 
第１３回 危機管理研究会 
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東京消防庁の管轄区域 

管轄区域    23区、24市、３町、１村 

面  積    1,750.24 K㎡ 

管内人口    約 1,３００ 万人 
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東京消防庁の管轄地域  
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東京消防庁の消防体制 

消防職員                                     18,152名 
消防車両                                             1,947台 
消防団員（区部）      ５８団  16,000名 
    （多摩・島しょ）    ４０団     9,453名 
災害時支援ボランティア         16,387名  

消防方面本部            10 
消防署                           81 
消防分署                                3 
消防出張所                        208 

本部庁舎 
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過去の大地震時の死者の死因別発生状況 
              

災  害  名 
関東大震災 

大正１２年９月１日 
１１時５８分 

阪神淡路大震災 
平成７年１月１７日 

５時４６分 

東北地方太平洋地震 
平成２３年３月１１日 

１４時４６分 

被害想定 

首都直下地震 
南海トラフ地震 
（３連動地震） 

死者合計 １０５,３８５名※1 ６,４３４名※3 ２１,６１３名※5 ９,６４１名 約３２３,０００名 

死因別 
(％） 

火災 
（焼死・熱傷） 

８７．１％  ９．０％※4  １．１％ ４２．３％  ３．２％ 

建物倒壊 
（窒息・圧死） 

１０．５％ ７７．０％※4  ４．４％ ５５．８％ ２５．４％ 

津波 
（溺死） 

  １．０％※2 － ９２．４％ － ７１．２％ 

その他・不明  １．４％ １４。０％※4  ２．０％  １．９％  ０．２％ 
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３.１１ 東日本大震災 
消防本部（消防団）の被害状況 

 

○死   者   ３２名（２５４名） 計２８６名 
○庁舎建物  ３０４棟（４１２棟） 計７１６棟 
○消防車両   ９８台（２６１台） 計３５９台 

緊急消防援助隊の活動状況 
 

○派遣 ３月１１日～６月６日 全国４４都道府県 
○隊数 ３１，１６６隊（延べ）最大１，８７０隊／日 
○人員 １０９，９１９名（延べ） 
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出典：総務省消防庁 



過去の大地震時の火災原因別出火状況 

災害名 
関東大震災 
大正１２年９月１日 

１１時５８分 

十勝沖地震 
昭和４３年５月１６日 

９時４９分 

阪神淡路大震災 
平成７年１月１７日 

５時４６分 

東北地方太平洋地震 
平成２３年３月１１日 １４時４６分 

東京都 全 国 

火災 
件数 

１６３件 ５０件 ２８５件 ３４件 ３７１件 

原因別 
件数 
(割合) 

  薬品 ４４   石油ストーブ ２０   電気関係 ３９   電気ストーブ ９ 
 津波火災 
 （車両 
  LPｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ等） 

１５９ 
  かまど ３３   石炭ストーブ ８  ストーブ ２６   配電用変圧器 ５ 

  こんろ １５   石油コンロ ８   こんろ ７   鑑賞魚用ヒータ ３  電気器具 ５２ 

  ガス ９   薬品 ４   炉 ２   ガステーブル等 ２  電気配線・ｺﾝｾﾝﾄ ３７ 

  油鍋 ５   電気関係 ３   こたつ ２   白熱灯スタンド ２  ロウソク ３０ 

  漏電 １   プロパンガス ２   溶接・切断機 ２   その他 １３  配電設備 １９ 

  倒壊・その他 ５６   練炭こんろ １   取灰 ２      まき・炭 １１ 

      重油バーナー １   その他 ６２      工場設備 １１ 

    不  明 ３   不明 １４３      その他 ５２ 

備 考 

  
 東京府での火災件数 

  
 出典 
  1968年十勝沖地震時に 
  おける石油ストーブ等火 
 器による出火機構調査 
 報告書 
 （東京都防災会議） 

   
 出典  
 平成８年版消防白書 
（総務省消防庁） 

  
 出典  
平成24年度版火災の実態 
       （東京消防庁） 
 平成23年６月８日現在 
 

  
 出典 
 日本火災学会調査 
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３つの初期 
 

初  期  消  火 
初  期  救  出 
初  期  救  護 
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家屋から神戸市民の助けられた比率 

     

    公 助    共 助    自 助 
    １   ：   ３   ：   １６ 
   (警察・消防・自衛隊)     (住民による救助)        (自力で脱出) 

     ７，９００人       ２７，１００人      １２９，０００人 
     （４．８％）        （１６．４％）             （７８．８％）  

－阪神・淡路大震災の事例から－ 

地震後に家屋に閉じ込められた神戸市民 
１６４，０００人 
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出典：京都大学防災研究所河田教授、東京大学社会情報研究所、東京消防庁火災予防審議会 
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東京消防庁の震災対策への取組み 
－災害に強い都民・まちづくり－ 

地震災害の未然防止 地震被害の被害軽減 ● 

消 防 団 

災害時支援ボランティア 事 業 所 
本部長（消防総監） 

震災対策本部 
防 災 市 民 組 織 

東 京 消 防 庁 
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東京消防庁震災対策基本方針             

拠点機能の確保 

  （自助） 
自らの生命は自らが守るた
めの取組の推進  

人命安全対策の推進 

出火防止対策の推進 
初期消火対策の推進 

地域防災体制の強化 
災害時要援護者の支援体制の強化 

複合災害への対応力の強化 
総合的な消防活動力の充実強化 
災害情報の収集伝達体制の確立 
関係機関との連携強化 

（共助） 
自分たちのまちは自分たち
で守るための体制の強化  

（公助） 
被害を最小限にするため
の消防体制の充実強化  
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東日本大震災を踏まえた震災対策の推進 
 

東京消防庁 

長周期地震動における室内安全対策 

事業所等の帰宅困難者対策 

木造住宅密集地域における消防対策 

津波・高潮に対する避難対策 

災害時要援護者の避難対策 
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同時多発する人的被害を防止及び軽減するために家具類の転倒・落下・移動
の防止、身体の安全確保、適切な避難行動、応急救護等に関する知識技術の
普及を図るとともに、事業所の帰宅困難者対策を推進しています。 

■ 人命安全対策の推進  

家具転倒防止器具の取付講習 

起震車による安全確保訓練 

応急手当指導 

人命安全対策の推進 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

宮城県北部地震(H15/7/26)

十勝沖地震(H15/9/26)

新潟県中越地震(H16/10/23)

福岡西方沖地震(H17/3/20)

能登半島地震(H19/3/25)

新潟県中越沖地震(H19/7/16)

岩手・宮城内陸地震(H20/6/4)

49.4%

36.3%

41.2%

36.0%

29.4%

40.7%

44.6%

近年発生した地震における 
家具類の転倒・落下・移動が原因のけが人割合 

6+ 

6+ 

6+ 

6- 

7 

6- 

6+ 

地震で負傷した人の約３～５割が家具類の転倒・落下による 
 

家具類の転倒・落下・移動防止対策の推進が必要 

家具類の転倒・落下・移動防止対策 
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東日本大震災における都内アンケート 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

１又は２階

３～５階

６～１０階

１１階以上

16.8%

23.8%

31.9%

47.2%

転倒・落下・移動

（N=36） 
 
 
 
（N=204） 
 
 
 
（N=202） 
 
 
 
 
（N=214） 

家具類の転倒・落下・移動防止対策 

高層階になるほど、家具や什器などの 
転倒・落下・移動の発生割合が高くなる傾向 

によるものと考えられる 
 

都内の一般世帯における 
 階層別の家具類の転倒・落下・移動防止発生割合 
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家具類の転倒・落下・移動防止対策の目標 

家具類の転倒・落下・移動防止対策 

東京都地域防災計画 
 
目標 平成２７年度末までに 
家具類の転倒・落下・移動防止対策 
   実施率    ６０％ 
 

   （平成２５年度 ５８．０％） 

首都直下地震による東京の被害想定（Ｍ７．３ 冬５時） 
 

家具類の転倒等による人的被害想定 
         死   者       ３０４人（  ７６４９人） 
         負傷者   ６１６７人（１３８８０４人） 
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帰宅困難者対策 

平成２３年３月１１日 東日本大震災 
             首都圏の帰宅困難者 約５１５万人 
 
 
 
 
 
 

首都直下地震による 
東京の被害想定 

 

帰宅困難者数 
合 計  ４，７１４，３１４人 
区 部  ３，７９０，８２４人 
多 摩    ９２３，４９０人 

平成２４年 東京都防災会議 

人命安全対策の推進 
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    東京都帰宅困難者対策条例（H25.４施行） 
 

帰宅困難者対策の主な取組内容 
 
・企業等従業員の施設内待機 
 （一斉帰宅の抑制  「むやみに移動を開始しない」） 
 

・企業等従業員の３日分の備蓄（飲料水、食糧等） 
 

・集客施設、駅等の利用者保護、一時滞在施設の確保 
 

・学校等における児童・生徒等の安全確保 
 

・迅速な安否確認と災害関連情報提供 
 

・徒歩帰宅者の支援 
 

・事業所消防計画の追加作成、東京消防庁各消防署へ届出 
 

人命安全対策の推進 
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■ 出火防止対策の推進 
平時を含め、出火要因となる火気使用設備・器具、電気器具、化学薬品及び危険物施
設の安全対策の推進と出火防止行動の普及を図っています。 

火気器具の維持管理 防火診断での出火防止の呼びかけ 

危険物施設の査察( 屋外タンク貯蔵所) 電気ストーブに新聞紙が接触した場合の実験 

出火防止対策の推進 
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●電気火災と出火防止対策 
 中央防災会議 首都直下地震の被害想定（平成２５年１２月）より 
 
 都心南部直下地震 冬の夕方 風速８m/sの場合 
 
 
              現  状           電気関係の出火防止が図られた場合 
  焼失棟数    約４３０，０００棟              約２３９，０００棟 
火災による死者  約8,900～約16,000人       約4,800人～約9,000人（４４％減） 

感震コンセント 親機（感震センサー）子機（電源遮断装置） 感震コンセント ユラポン 

出火防止対策の推進 
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地震時の機能 
 ガスを使用中に強い地震（震度5相当以上）が起きたとき等、ガスメーター（マ
イコンメーター）が感知して自動的にガスを止めて、メーターがランプ点滅などで
警報表示します。 

● ガスからの出火防止 ガスマイコンメーター 

 遮断条件 
 
○定量以上に多量のガスが流れた場合  
 
○長時間ガスが所定の時間以上流れ続けた場合 
 
○震度5強相当以上の地震を感知した場合 
（10号以上では、ガスの流れのある時のみ） 
  
○流れるガスの圧力が所定の値を下回った場合 
 
○警報器・不完全燃焼警報器が作動した場合 
（連動している場合のみ）  

出火防止対策の推進 
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● 初期消火対策の推進 
火災の延焼を防止するため、消火器・住宅用火災警報器等の普及と消防用設備等の
適正な維持管理の推進、可搬ポンプ等の取り扱い訓練等で初期消火行動力の向上を
図っています。 

地域住民による初期消火訓練（消火器） 

初期消火対策の推進 

中学生による可搬ポンプを活用した消火訓練 
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● 排水栓とスタンドパイプ 
排水栓は、水道の維持管理上必要な施設として私道等に設置されており、消火栓と
同様の構造を持っています。 
消防車両が接近できない狭隘道路が多く存在する木造住宅密集地域において、地
域住民が初期消火に活用できる消火用水源を確保しています。 

排水栓とスタンドパイプ 
街かど防災訓練 

実際の街区で身近な水利や資器材による 

小規模な防災訓練 

初期消火対策の推進 
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東京消防庁が指導育成等している防災組織現況 

組織名 組織数 人員（名） 
消      防      団      ９８団 ２５，４５３ 
災害時支援ボランティア       ８１組織 １６，３６７ 
事業所自衛消防隊数  

（指定対象物数） 
３７０，１１６対象 － 

自主
防災
組織 

防災市民組織 ６，６３４組織 ４，３８７，７００ 
女性防火組織 ８１組織 １７，３００ 

学校 
等 

消防少年団        ８１団   ３，５３０ 
幼年消防クラブ １，４２７クラブ １７５，６５０ 

地域防災体制の強化 
防災行動力の向上 
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● 東京消防庁災害時支援ボランティア 

東京消防庁では震災時等大規模災害時に、消防隊が行う消火、救助、応急救護、情
報収集、後方支援などの活動を支援するボランティアの募集・育成を行っています。 

地域住民に対する普通救命講習指導 消防隊と連携した救出救助訓練 

登録者数    16,387 名 

地域防災体制の強化 
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東京消防庁の総合防災教育 

防
災
行
動
力
の
向
上 

  幼児  
災害時には 

身を守る 

動作ができる 

 小学生  
初期消火や 

応急手当が 

できる 

  中学生   
地域防災の 

担い手になる 

 

  高校生   
防火防災に 

おいて社会 

に貢献できる 

大学生 
 

災害時にボラ

ンティア活動や

社会に貢献で

きる 
 
幼児等に安全

教育を行うこと

ができる 

幼児期からの総合防災教育による“防災行
動力”の向上 

地震、火災、日常生活事故に対する知識・行動力の向上 

連  携 
消防職員・消防団員 
災害時支援ボランティア等 町会・自治会・ＰＴＡ 学校職員 

防災教材・資器材を活用した総合防災教育 

発達段階に応じた到達目標 

地域防災体制の強化 
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本所 

立川 

池袋 

知 る 
ー災害を知るー 

学 ぶ 
－災害に備える－ 

都民防災教育センター（防災館） 

守 る 
－災害から命を守る－ 

都民防災教育センターは、楽しみながら防火 ･ 防災に関する知識､ 技術、行動
力を学ぶ防災体験施設で、池袋､ 本所､ 立川の3 か所。（年間３０万人利用） 

地域防災体制の強化 
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ご静聴ありがとうございました 
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